
請負契約書（案） 

 

 

１．件 名 令和８年度簡易印刷 （単価契約） 

 

２．契 約 期 間 自 令和８年 ４月 １日 
至 令和９年 ３月３１日 

 
３．納 入 場 所 仕様書のとおり 

 

４．契 約 金 額 別紙単価表のとおり 

 

 

 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基

づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

 

発 注 者 住所 茨城県つくば市立原１番地３ 

氏名 契約職 

国立研究開発法人建築研究所 

理 事 長  福山 洋 

 

 

受 注 者 住所  

氏名                                   

  



第１条 受注者は、発注者の発注する別紙単価表記載の品（以下「印刷物等」とい

う。）を迅速に製作し、確実に納入し、係員の検査を受けるものとする。 

２ 受注者は、印刷物等の納入及び注文を受けるため、発注者の要求に応じて社員

を派遣するものとする。 

 

第２条 受注者は、この契約により生じる権利若しくは義務はこれを第三者に譲り渡

し又は承継させてはならない。 

ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

第３条 受注者は、印刷の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせ

てはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

２ 発注者は、受注者に対して、下請負人についての必要な事項の報告を求めるこ

とができる。 

３ 下請負人が当該契約に著しく不適当であると発注者が認めたときは、発注者は

受注者に対し下請負人の変更を請求することができる。 

 

第４条 発注者は、受注者が発注者より簡易印刷のため寄託を受けた原稿等を亡失、

損傷したときは、受注者に対してその損害賠償を請求することができる。 

 

第５条 この契約期間内に、予期することのできない異常な事由に基づく経済情勢の

激変等により契約金額が著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者

が協議のうえ頭書の契約金額を変更することができる。 

 

第６条 受注者は納入した印刷物等の代金を毎月末に集計のうえ翌月に代金の請求が

出来るものとする。 

２ 発注者は、前項の規定により提出された請求書が適正であると認めたときは、 

６０日以内に支払うものとする。 

３ 発注者の責に帰する事由により、前項の規定による代金の支払が遅延した場合

は、受注者は発注者に対して年２．５パーセントの割合で遅延利息を請求するこ

とができる。 

 

第７条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することが

できる。 

一 特別の理由がなく、発注者の指示に従わず業務を行わないとき。 

二 第２条及び第３条の規定に違反したとき。 

三 前各号のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達する

ことができないと認められるとき。 

四 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をい



う。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号

において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認

められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約

の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除したときは、違約金として契約単価に予定数量を

かけた金額の１０分の１を徴収する。 

  

第８条  発注者は、前条第１項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除

することができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

３ 第１項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたとき

は、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者

とが協議してこれを定めるものとする。 

 

第９条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不

可能となったときは、契約を解除することができる。 

２ 第７条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

 

第１０条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請求

に基づき、別冊「仕様書」の概算数量に単価（この契約締結後、契約額の変更があ

った場合には、変更後の単価）を乗じて得た金額の１０分の１に相当する額を違約

金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第７条第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって



受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合と

みなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 受注者が第１項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注

者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセ

ントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

第１１条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注

者の請求に基づき、契約単価に予定数量をかけた金額（この契約締結後、契約単価

及び予定数量の変更があった場合には、変更後の契約単価及び予定数量）の１０分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第

１項の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、

当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第

２項の規定により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条の規定に基づく排除措置命令（次号において

「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁

止法第３条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたと

き。 

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第３条の規定に違反

する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野

が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件につ

いて、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行

期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、か

つ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１

項第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者

は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセント



の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

第１２条 受注者または受注者の代理人若しくは使用人がこの契約に関して知り得た

発注者の業務上の秘密を外部にもらし、または他の目的に利用してはならない。 

 

第１３条 この契約書に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、発注

者と受注者が協議して定めるものとする。 

 

 
 
 
 



別　紙

単　価　表

（単位：円）

1 コピー　Ａ４・Ｂ５　（モノクロ） 頁

2 コピー　Ａ３・Ｂ４　（モノクロ） 頁

3 コピー　Ａ１　（モノクロ） 頁

4 コピー　Ａ０　（モノクロ） 頁

5 コピー　Ａ４・Ｂ５　（カラー） 頁

6 コピー　Ａ３・Ｂ４　（カラー） 頁

7 コピー　Ａ１　（カラー） 頁

8 コピー　Ａ０　（カラー） 頁

9 コピー  Ａ４ 色上質紙中厚 頁

10 表紙印刷くるみ製本 (ﾚｻﾞｯｸ)  250頁迄 冊

11 表紙印刷くるみ製本 (ﾚｻﾞｯｸ)　550頁迄 冊

12 表紙印刷くるみ製本 (ﾚｻﾞｯｸ)　700頁迄 冊

13 表紙印刷くるみ製本 (ﾚｻﾞｯｸ)　1000頁迄 冊

14 表紙印刷くるみ製本 (ｺｰﾄ)  250頁迄 冊

15 表紙印刷くるみ製本 (ｺｰﾄ)　550頁迄 冊

16 表紙印刷くるみ製本 (ｺｰﾄ)　700頁迄 冊

17 表紙印刷くるみ製本（ﾀﾞｲﾔﾎﾞｰﾄﾞ）250頁迄 冊

18 表紙印刷くるみ製本（ﾀﾞｲﾔﾎﾞｰﾄﾞ）550頁迄 冊

19 中綴じ製本（32ページ迄） 冊

20 折り込み Ａ３三ツ折り 枚

21 デジタル出力 Ａ３ (カラー） 頁

22 デジタル出力 Ａ４ (カラー） 頁

23 デジタル出力 Ａ１ (カラー） 頁

24 デジタル出力 Ａ３ (モノクロ） 頁

25 デジタル出力 Ａ４ (モノクロ） 頁

26 デジタル出力 Ａ１ (モノクロ） 頁

27 デジタル出力 Ａ０（カラー）　マットコート紙 頁

28 デジタル出力 Ａ０（カラー）　防炎クロス布 頁

29 表紙版下作成 頁

30 背文字版下作成 頁

31 ﾍﾟｰｼﾞ付け 頁

32 スキャニングＰＤＦ変換A４(モノクロ）400ｄｐｉ 頁

33 スキャニングＰＤＦ変換A３(モノクロ）400ｄｐｉ 頁

34 スキャニングＰＤＦ変換A１(モノクロ）400ｄｐｉ 頁

35 スキャニングＰＤＦ変換A０(モノクロ）400ｄｐｉ 頁

36 スキャニングＰＤＦ変換A４(カラー）400ｄｐｉ 頁

37 スキャニングＰＤＦ変換A３(カラー）400ｄｐｉ 頁

38 CD-ROM作成／貼付 枚

区　　　　　　分 単位 税込単価 うち消費税


